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新型コロナウイルス感染症に関する保証制度等のご案内

新型コロナウイルス感染症に関するご相談窓口のご案内
　新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者の皆さまに、心よりお見舞いを申し上
げます。
　さて、日本政策金融公庫岡崎支店では、同感染症により影響を受けた中小企業・小規模事業
者の皆さまの資金繰りをサポートするため、態勢面をさらに強化するとともに、刈谷商工会議
所との連携を密にして、事業者の皆さまの実情に応じた、きめ細かな対応に努めております。
　現在、当支店には、資金繰りに不安を抱える事業者の皆さまからのご相談が急増しておりま
す。そこで、ご相談に的確かつ迅速にお応えするため、弊社ホームページ上に、関連する融資
制度やお申込手続きについて、お分かりいただきやすく掲載いたしました。また、お申込みに
必要な書類を、このホームページから印刷することもできますので、今後のお手続きにお役立
ていただきたいと存じます。
　さらに、弊社では、『事業資金相談ダイヤル（0120-154-505）』（平日午前９時～午後５時
（小規模事業者の皆さまからのお問い合わせは午後７時まで））でもご相談をお受けしておりま
すので、ぜひともお役立てください。
　地域を支えていただいている事業者の皆さまのご健勝とご多幸を心より祈念いたします。

日本政策金融公庫岡崎支店　支店長
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　このたびの新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者の皆さまに、心よりお見舞
い申し上げます。
　さて、愛知県信用保証協会では、同感染症により影響を受ける事業者の皆さまの資金繰りを
支援するため、通常の一般保証枠に加え、セーフティネット保証４号・５号及び危機関連保証
による別枠を準備し、個々の資金ニーズに対応ができるよう態勢を整えています。また、刈谷
商工会議所をはじめとする中小企業支援機関及び金融機関との連携を密にして、きめ細かな金
融支援に努めています。
　とりわけ３月９日より取扱いを開始した「愛知県融資制度　新型コロナウイルス感染症対策　
緊急つなぎ資金」は、借入時の信用保証料を愛知県が全額補助するものであり、現在のところ
多くの事業者の皆さまにご利用いただいております。保証制度等の詳しい内容につきまして
は、本協会ホームページに掲載させていただいておりますので、ご確認ください。
　また、資金繰りのご相談にあたっては、「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口（専用
ダイヤル0120-454-754）」を開設しておりますので、ぜひともお役立てください。
　影響を受けた事業者の皆さまの早期回復と、感染の早期終息を心より祈念いたします。
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